2020年8月防火防災意見交換・議事メモ
2020年8月8日

開催日時：2020年8月8日（土）　11:00～13:00
会　　場：バームハイツ西葛西　バームルーム
出 席 者：（以下、敬称略）
出席： 324小林、801酒井、115河本（書記）

議事内容

１．水害
・昨年の水害を受けて、防災マニュアル（最新版）に追加したが、更に更新は必要。
・他地域への避難を原則としている。他地域に避難できない場合は垂直避難。
・浸水の可能性がある１～３階までの居住者の家具等の避難のため、部屋割りで何階のどこに置いてよいかを決める。
・南棟13階の非常階段内踊り場（120×120）にロッカーを置いて備品を分散して置く。
　⇒消防法等で置けないのでは？確認する。（小林）
２．訓練
・通報と消火、避難は必要。
・無事ですシート！は今年もやったほうがよい。何時まで出しておくかがわからなかった。
３．災害時
・東京都は行政に関しては、自治会が窓口にならざるを得ない。管理組合が窓口ではない。
※千葉県では管理組合が窓口になっている。
・災害時の管理員の動きはわからない。
　→長谷工にBCPを確認する。（管理会社との事前協議）（小林）
４．年間計画
・備品棚卸（2月）、防災訓練（10/4）、そなエリア見学、防災だより（不定期）、西葛西小避難所運営協議会など。
・マンション災害訓練ゲームは、模造紙・付箋・筆記用具の準備があれば、講師できる。（酒井）
５．その他
・自治会は、防犯・防災を基本にしなくてはいけない。
・アリーナコーストで水害対策をした。管理規約を整理した。（冊子参照）
・理事会とのパイプ役として、防災委員をもう一人選任しようと考えている。（小林）

以上


小林理事長追加コメント（8/9メールにて）
コメント3点あります(修正の必要はありません）

1）最新の防災マニュアルについて
防災マニュアルは昨年9月度理事会にて承認を受けたものが最新版マニュアルになると思います。
[bookmark: _GoBack]議事録には防火について追加して欲しい旨の記載があります。（防火の何を追加して欲しいのか記憶がなくすみません。）
HP上に掲載されている2020年2月までアップデートしているものは、最新版ではなく改定途中のものという認識です。

2)南棟13階の非常階段内踊り場（120×120）にロッカーを置いて備品を分散して置くについて
消防法の規定について
第８条２の４〔避難上必要な施設等の管理〕
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。

不可欠なのは避難経路の確保ですが、場所が「非常階段踊り場」ということもあり、消防の立ち入り検査で指摘された場合は言い逃れできないと思われます。
なお住民が私的なもの（生協のクーラーボックス、宅配便の置き配等）を一時的に共有部（例えば自宅前の廊下）に置くこと自体は禁止していないとされます。
管理権原者としての責任として共有部の使い方を管理しなければならないといえます。

3)防災委員をもう一人選任しようしているについて
現在の防災担当理事は酒井さんですが、防火管理者について立候補者が現れないと酒井さんに「防火管理者」の任もお願いしようと思っています。
すると酒井さんは防災担当理事と防火管理者の兼務ということになりますが、防火防災管理細則に定める「防火管理者」の役割と責任は非常に重いものです。
できれば兼務を避け、別の方に防災担当理事になっていただきたいということです。

ただし他に引き受けて頂ける方がいないのであれば兼務が続く可能性もあります。
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